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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
再
交
付
手
数
料
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
三
年
三
月
九
日
内
閣
衆
質
二
〇
四
第
五
六
号
。

以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
毎
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
三
日
付
け

総
行
住
第
六
十
五
号
総
務
大
臣
通
知
別
添
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
補
助
金
に
係
る
国
の
予
算
が
計
上
さ
れ

た
上
で
、
交
付
額
の
算
定
方
法
等
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
毎
年
度
改
正
す

る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
要
綱
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
、
総
務
省
行
政
文
書
取
扱
規
則
（
平
成
二
十

三
年
総
務
省
訓
令
第
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
適
切
に
決
裁
を
行
っ
て
い
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
手
数
料
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
当
該
手
数
料
に
係
る
事
務
が
、
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
前
回
答
弁
書
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事



 

２ 

 

業
費
補
助
金
の
補
助
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
天
災
そ
の
他
の
本
人
の
責
に
よ
ら
な
い
場
合
や
有
効
期
間
が
満
了
す
る
場
合

等
に
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料
の
相
当
額
に
つ
い
て
も
補
助
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御

指
摘
の
東
京
都
中
野
区
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
天
災
以
外
の
本
人
の
責
に
よ
ら
な
い
場
合
」
に
お
け
る
当
該
手

数
料
の
額
に
つ
い
て
無
料
に
し
て
い
る
と
の
回
答
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
そ
の
趣
旨
の

徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
要
綱
を
公
開
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
所
有
に
属
し
な
い

現
金
又
は
有
価
証
券
は
、
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
所
地
市
町
村
長
が
行
う
署
名
用
電
子
証
明
書
及
び
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書
の
発
行
に
係
る
事
務
に
関
す
る
手
数
料
の
徴
収
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ



 

３ 

 

き
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法
上
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


